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歯科用貴金属価格の随時改定について
中 医 協 総 － ○

５ ． ５ ． １ ７

歯科用貴金属価格の随時改定は、変動幅にかかわらず、平均素材価格に応じて診療報酬改定時以外に
４月、７月、10月、１月に見直しを行うもの。

※平均素材価格は金、銀、パラジウムのそれぞれの取引価格平均値に含有比率を乗じて算出
※平均素材価格の算出には前回改定以降、改定２カ月前までの期間の取引価格を用いる
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試算価格（円） 告示価格案（円）

①R４年10月
随時改定

②R５年１月
随時改定

③R５年４月
随時改定

④Xの期間
　 Xの平均値（円）

⑤Yの期間
　 Yの平均値（円）

⑥R５年７月
随時改定

⑦R５年７月
随時改定

2 歯科鋳造用14ｶﾗｯﾄ金合金 ｲﾝﾚ-用(JIS適合品) 6,493 6,512 6,596 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月

6,816.9 6,817

4,825.0 4,624.2

3 歯科鋳造用14ｶﾗｯﾄ金合金 鉤用(JIS適合品) 6,476 6,495 6,579 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 6,799.9 6,800

4,825.0 4,624.2

4 歯科用14ｶﾗｯﾄ金合金鉤用線(金58.33%以上) 6,626 6,645 6,729 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 6,949.9 6,950

4,825.0 4,624.2

5 歯科用14ｶﾗｯﾄ合金用金ろう(JIS適合品) 6,453 6,472 6,556 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 6,776.9 6,777

4,825.0 4,624.2

6 歯科鋳造用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金 (金12%以上JIS適合品) 3,481 3,711 3,391 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 3,076.6 3,077

2,345.5 2,631.3

10 歯科用金銀ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ合金ろう(金15%以上JIS適合品) 4,052 4,226 3,994 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 3,780.9 3,781

2,255.4 2,449.1

11 歯科鋳造用銀合金 第1種(銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%未満JIS適合品) 145 144 151 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 150.8 151

60.2 60.4

12 歯科鋳造用銀合金 第2種(銀60%以上ｲﾝｼﾞｳﾑ5%以上JIS適合品) 178 177 184 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 183.8 184

60.2 60.4

13 歯科用銀ろう(JIS適合品) 265 265 269 令和５年２月～
令和５年４月

令和４年１１月～
令和５年1月 268.9 269

35.1 35.2

※１ 「試算価格（円）」は、以下の算式により算出される（中医協資料上は小数第１位まで記載）
　｛当該機能区分に係る随時改定時前の基準材料価格｝ ＋　補正幅　×　1.1

　 　　補正幅　＝　ＸーＹ
　　Ｘ＝当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降の平均素材価格　Ｙ＝当該機能区分の前回改定で用いた平均素材価格

※２ 各項目は１ｇ当たりの価格
※３　１、７、８、９、14、15は削除済みの項目
※４ 随時改定：令和４年４月より、変動率によらず、診療報酬改定時以外に１月、４月、７月、10月に告示価格の改正を実施

歯科用貴金属価格の随時改定について

告示価格（円） X及びY
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歯科用貴金属素材価格の変動推移
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